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青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。
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四
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一
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介
護
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事
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を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
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又
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定
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宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
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名
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主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
は
あ

と
ね
っ
と

弘
前
市
大
字
和
田

町
一
の
四

居
宅
介
護
支
援
事

業
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は
あ
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ね
っ

と

弘
前
市
大
字
和
田

町
一
の
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青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号
で
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と

す
る
旨
告
示
し
た
次
の
一
の
森
林
に
つ
い
て
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
二
及
び
三
の
と
お
り
そ
の
通
知
の
内
容
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
し
た
旨
を
告
示

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
森
林
所
有
者
氏
名

二

解
除
予
定
保
安
林
の
通
知
の
内
容

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
い
る
関
係
書
類
の
と
お
り
。

三

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
掲
示

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
十
和
田
市
役
所
に
掲
示
し
た
。

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

街
区
基
準
点
等
の
パ
ラ
メ
ー
タ
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
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業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ピ

ュ
ア
ハ
ー
ト

八
戸
市
大
字
新
井

田
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岩
淵
二
の
一

介
護
予
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平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

弘
前
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(
街
区
基
準
点
等
の
座
標
補
正
・
標
高
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

弘
前
市

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

街
区
基
準
点
等
の
座
標
補
正
・
標
高
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

五
所
川
原
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

街
区
基
準
点
等
の
パ
ラ
メ
ー
タ
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

五
所
川
原
市

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

む
つ
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

基
準
点
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

む
つ
市
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出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
施
行
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
津
軽
郡
今
別
町
二
股
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
田
子

博
文
ほ
か
五
人
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日
認
可
し
た

の
で
、
同
法
第
九
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

東
青
地
域
県
民
局
長

北

山

功

三

一

事
業
名

区
画
整
理

二

地
区
名

二
股

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
明

道
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

石

岡

博

文

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

青
森
県
住
宅
供
給
公
社｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
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給
与
に
関
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規
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(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
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第

十
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の
一
部
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次
の
よ
う
に
改
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す
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。

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中｢

呼
吸
器
内
視
鏡
室｣

の
下
に｢

、
消
化
器
内
視
鏡
室｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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